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研究会　協同労働者の労働権をめぐる仕組

研究会

2004.12.23
於・東京労働会館
　午後1時～5時

（以下前号(No.151)収録）

I . 協同労働者と労働立法をめぐる諸環境
1.ILO 水準での協同労働者と労働権　
2. 諸外国での協同労働者の法的地位
3. 企業組合の組合員の法的地位
4. 小括

I I . 労働者協同組合における労働法の適用をめぐって
前提的了解 協同労働者への労働法の適用をどのように考えるか
1. 成法的観点からのアプローチ
2. 協同労働者規定

3. 連合会議決文書「労働者協同組合と労働組合」決議(1994 年)
4. 労働法を適用するロジック
5. 実質的な従属関係の存否の判断基準

I I I . 現代的従属論を導出するために＜補説＞
1.「従属」概念自体の機能
2.「組織的従属性」の相手方とは何か
3. 労協における労働権.

（以上本号）
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（中）

協同労働法制化市民会議事務局長
協同総合研究所　主任研究員　　　　　島村　博

3 . 連合会議決文書「労働者協同組合と
労働組合」決議 (1994年 )

　この文書が草されるに至った歴史的経緯と
その内容が有する歴史的限界とを関連させ、
その内容の限界を説明し弁明するという立場
を私は共有しません。内容に即してのみ冷静
に論議をしたいと思います。例え話風に言う
と、これは保守陣営にとってのマッカーサー
憲法のようなもので、私にとっては押し付け
られてはたまらんということです。できるだ
け基本的なところは批判し尽くした上で、止
揚していくという意味で、今までの運動体が
考えてきた労働権に関する考え方を一旦措い
て、法制化市民会議としてどういう労働権を
要求するのか、とりあえず結論を出したいと
思います。
　表記の決議は、労働者協同組合とは何なの
か、それと労働組合はどう関係するかについ
て、明快な回答を提示した歴史的な文書で、
大事な文書でありますので、きちんと検討し
ていくことにします。
　この文書は 93年に発表され、翌年の連合
会総会で決議として採択されています。中身
に入る前に前提の議論として、「新しい『労
働者像』」というものが掲げられています。
そこには、「「「「「労労労労労働働働働働者者者者者協協協協協同同同同同組組組組組合合合合合にににににおおおおおけけけけけるるるるる労労労労労働働働働働
者は所有権者は所有権者は所有権者は所有権者は所有権・・・・・管理権管理権管理権管理権管理権・・・・・労働権を自らの責任労働権を自らの責任労働権を自らの責任労働権を自らの責任労働権を自らの責任

に基づいて統一する」に基づいて統一する」に基づいて統一する」に基づいて統一する」に基づいて統一する」(23頁 )「「「「「労労労労労働働働働働者者者者者協協協協協同同同同同
組合員として働く労働者は、組合員として働く労働者は、組合員として働く労働者は、組合員として働く労働者は、組合員として働く労働者は、企業として企業として企業として企業として企業として
の労働者協同組合の所有権の労働者協同組合の所有権の労働者協同組合の所有権の労働者協同組合の所有権の労働者協同組合の所有権・・・・・管理権をも管理権をも管理権をも管理権をも管理権をも
ち、ち、ち、ち、ち、そのもとでの労働権を主体的に行使そのもとでの労働権を主体的に行使そのもとでの労働権を主体的に行使そのもとでの労働権を主体的に行使そのもとでの労働権を主体的に行使
する」する」する」する」する」(24頁 )とあります。このテーゼ自体
は高らかに謳いあげられたもので、自分た
ちは賃労働者ではない、ということを表明
したものです。ただ、ここにはいくつか私の
理解を超えるものがあります。法律的な構
成を意図したものとは見ていませんが、法
律的な構成の言葉が多々出てきますので、
寸評に止まりますが、きちんと検討してお
く必要があるかと感じます。
a.

　まず、働く労働者とは何なのか。ここで
「自らの責任に基づいて統一する」とあるの
で労働者協同組合において働く労働者一般
を想定したものではなく個別具体的な組合
員として措定されていると考えられます。
ところが、そういった労働者が個々にまた
は全体として、企業を所有していると規定
しています。企業においては民法上の所有
権がそのままに企業や組合員の関係で成立
することはありません。本来ここでは、「持
分的共有権者」という制限的な意味合いで
所有権を語り得るにすぎないわけで、具体
的には共益権を行使することによって所有
権の中身である利用の権利や処分の権利と
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いったものが行使され、それも部分的にし
か許されていない。
　少し硬めに表現しますと、「協同組合の持
分所有権者は、組合員権及び財産権の双方
において、協同組合法で定められた範囲で
権利を享受する。出資組合員は、個人として
処分権を行使できず、自己の所有権を直接
に利用できず、利用権を行使する場合でも
財産的価値と関連して費用を徴収され得、
処分権は根拠法及び定款所定の事項の範囲
で総会、理事会等の機関の決定によっての
み行使される」と私は理解しています。その
ために、働く労働者が、個々に、また贔屓目
に見ても個々人の総計にすぎない全体が企
業を所有するという論法は各自の共益権の
内容、組合員の権限を定める上での根拠以
上のものではなく、組合員は持分的共有権
者という地位に立つことはあり得ても、所
有権を持つという規定は不正確になります。
b.

　二番目に、労協は法人であるのか、組合で
あるのか、それについて書いてあります。ま
ず、労協が法人である限り、それは出資をす
る組合員の所有物として存在する企業とい
うことにはなりません。労協という法人そ
れ自体が財産権の所有主体として立ち現れ、
なおかつ組合員とは自立し、別個の人格と
なるわけです。これは法人の機能であり、こ
れを否定してしまって、直接に集団として
の組合員それ自体が、所有権を持ち、行使し
得るということになると、民法上の組合と
なってしまいます。例えば契約において組
合員全員の名前を書き出さなければならな
いという不都合が生じるわけです。法人と
いうのはそれを代表の名において契約でき
るという一つのファンクションを持ってい
ます。したがって、この機能を否定します

と、労協が登記簿上で形式的に法人たり得
ても、法的な意味での法人とは言えなくな
ります。
では逆に、積極的に労協を法人として想
定していない、または民法上の組合や最近
流行の言葉で言うとアソシエーションとし
て協同組合を想定するとどうなるか？出資
金が組合やアソシエーションそのものの財
産として団体の所有物になることはなく、
あくまでも預け金に止まりますので、個々
人の所有権は語り得ます。ただこの場合、何
か気に入らないことがあった時に、「私はも
う辞めます」と宣言をして、持ち来たった財
産を持って出て行ってしまうことも可能で、
比較的長期にわたる事業を行う場合に、組
合員の共同出資の財産だということで、任
意に引き出されては事業は成立しないとい
うことになります。また、もし「労協は法人
ではない」という観念を持っているのであ
れば、我々は一体何のために法制定運動を
やっているのか、ということになってしま
います。あくまで法人として了解している
ということを確認するとすると、こういっ
たことを押さえなければなりません。
c.

　その上で、労働権についてどう認識され
ているか。「「「「「労労労労労働働働働働法法法法法にににににおおおおおけけけけけるるるるる『『『『『労労労労労働働働働働権権権権権』』』』』ははははは
たんなるたんなるたんなるたんなるたんなる『『『『『就就就就就業業業業業ののののの権権権権権利利利利利』』』』』という意味に限という意味に限という意味に限という意味に限という意味に限
定されており、定されており、定されており、定されており、定されており、所有権所有権所有権所有権所有権・・・・・管理権に基礎を管理権に基礎を管理権に基礎を管理権に基礎を管理権に基礎を
おいて労働者協同組合が確立しようとすおいて労働者協同組合が確立しようとすおいて労働者協同組合が確立しようとすおいて労働者協同組合が確立しようとすおいて労働者協同組合が確立しようとす
る労働権を十分に規定するものになりえる労働権を十分に規定するものになりえる労働権を十分に規定するものになりえる労働権を十分に規定するものになりえる労働権を十分に規定するものになりえ
ない」ない」ない」ない」ない」(26頁 )とあります。自分たちは雇用
されて働く者の立場において労働する権利
を構想しない、なぜならば雇用されて働く
場合の労働権というのは就業の権利（この
使い方が一般的かどうかはわかりませんが）
に過ぎず、その範囲に止まらない労働権を
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我々は構成するんだということで、少し積
極的に踏み込んだ書き方がされています。
また、「「「「「労労労労労働働働働働法法法法法ににににによよよよよるるるるる『『『『『労労労労労働働働働働権権権権権』』』』』とはとはとはとはとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『『『『『よよよよよいいいいい仕仕仕仕仕事事事事事』』』』』を通じて社会の変革をめざを通じて社会の変革をめざを通じて社会の変革をめざを通じて社会の変革をめざを通じて社会の変革をめざ
し、し、し、し、し、そこに労働者としての発達と労働をそこに労働者としての発達と労働をそこに労働者としての発達と労働をそこに労働者としての発達と労働をそこに労働者としての発達と労働を
通じての自己実現の契機を見いだそうと通じての自己実現の契機を見いだそうと通じての自己実現の契機を見いだそうと通じての自己実現の契機を見いだそうと通じての自己実現の契機を見いだそうと
する労働者協同組合がめざす労働のありする労働者協同組合がめざす労働のありする労働者協同組合がめざす労働のありする労働者協同組合がめざす労働のありする労働者協同組合がめざす労働のあり
方を全面的に補足しうるような方を全面的に補足しうるような方を全面的に補足しうるような方を全面的に補足しうるような方を全面的に補足しうるような『『『『『労労労労労働働働働働権権権権権』』』』』
ではない。ではない。ではない。ではない。ではない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『『『『『よよよよよいいいいい仕仕仕仕仕事事事事事』』』』』への権利への権利への権利への権利への権利
を社会的に保障しうるような新たな労働を社会的に保障しうるような新たな労働を社会的に保障しうるような新たな労働を社会的に保障しうるような新たな労働を社会的に保障しうるような新たな労働
権概念」権概念」権概念」権概念」権概念」(26-27頁 )とありますが、これはど
ういうふうに理解すべきなのか。まず、労働
法は「就業の権利」を保障するにすぎないと
いうのは、はっきり言いまして臆断に基づ
くもので、使用者側の主張にすぎないだろ
う、と考えています。仮に「委員会」と同一
の視野で判断するにしても、つまり、書き手
が言うブルジョワ労働法なるものの労働権
とは何かという視角に立って判断するにし
ても、実は就労の権利に尽きるわけではあ
りません。
d.

現実の問題は脇に一旦置かせていただき
ます。法律上で構成されているもの、そして
学者がそれを判断し、裁判実務に影響を与
える法学説という意味で、労働権の保障と
いうのはどうみられているか。とりわけ雇
用保障法の精神からすれば、労働権の保障
は「就労状態における労働者の保護を通じ
て労働者の生存確保をめざす」ものであり、
「『雇用保障法』適職への就労保障を求める権
利や職業訓練を受ける権利、休職中の生活
保護を受ける権利、雇用政策決定への参加
権を国(場合により使用者)に対する権利」で
あるという理解もあり、私たちもこのよう
に労働権保障を構想する必要があります。
(片岡昇『労働法』(1)有斐閣双書、84-86頁 )

こういう観点からすれば、「決議」は現行
の労働法に対する評価、位置づけを所有対
賃労働の対抗に基づく就業の権利として切
りちぢめる極めて古典的でオーソドックス
な、ある種の括弧付きでのファンダメンタ
ルな見方に陥っている、と判断せざるを得
ません。これが第一。
第二に、ここで労働権の新しい概念内容
を一旦脇に置くとしても、それがいかなる
意味で権利性を持つかを書き出したのが以
下です。労働権を保障する主体は誰なのか。
逆の言い方をすると、それが侵害され、実現
を阻まれたときに、誰が誰に対してその実
現を要求できるのか。報告ではここでは端
的に答えています。「「「「「そそそそそのののののよよよよようううううななななな新新新新新しししししいいいいい『『『『『協協協協協
同労働概念』同労働概念』同労働概念』同労働概念』同労働概念』に依拠してこそ、に依拠してこそ、に依拠してこそ、に依拠してこそ、に依拠してこそ、『『『『『労労労労労働働働働働にににににおおおおお

AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA

ける主人公』ける主人公』ける主人公』ける主人公』ける主人公』への権利とへの権利とへの権利とへの権利とへの権利と『『『『『主主主主主人人人人人公公公公公』』』』』であであであであであ
AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA

るがゆえになしうるるがゆえになしうるるがゆえになしうるるがゆえになしうるるがゆえになしうる『『『『『よよよよよいいいいい仕仕仕仕仕事事事事事』』』』』への権への権への権への権への権
AAAAA

利」利」利」利」利」と。つまり、誰が誰に対してこの権利の
実現もしくは保障を要求するのか、という

は し な

回答がこの中に端無くも示されています。傍
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点を打ったところを注目していただきたい
のですが、「「「「「『『『『『主主主主主人人人人人公公公公公』』』』』であるがゆえになしであるがゆえになしであるがゆえになしであるがゆえになしであるがゆえになし
うるうるうるうるうる『『『『『よよよよよいいいいい仕仕仕仕仕事事事事事』』』』』への権利」への権利」への権利」への権利」への権利」ということに
なると、そういった意味での労働権を実現
できるものは独り、新しい協同労働に依拠
する「主人公」たる者、つまり労働者協同組
合員であるということになります。これで
は、その実現を阻み、妨げる者は、実は当人
そのものにほかならないということになっ
てしまうわけです。「『主人公』であるがゆえ
になしうる『よい仕事』への権利」、これで
はよい仕事ができなかった場合、「主人公で
ある自分の責任でしょ」ということになり
ます。自分で自分を鞭打つしかない権利概
念がここに登場しています。
権利が侵害された場合に誰に対してその
実現や、まっとうな回復を請求するかとい
う問題は、自分の自分に対する関係の中に
落とし込まれてしまいますから、法的な意
味合いでの権利性・請求権性は完全に消滅
してしまいます。何になるかと言いますと、
当該の「労働権」は「よい仕事」を基準とし
た労働の自己管理としてしか立ち現れてこ
ない。ないしは経営陣サイドからする各組
合員の協同労働の質を判定する基準に化け
変わってしまい、かくして管理の道具――
それが自己管理であるか、機関を媒介した
管理であるかは別にして――管理の基準に
労働権というものを据えてしまうのであれ
ば、およそ労働省に対して私が要求できる
ような代物ではないということになります。
ここでは、「よい仕事」について何なのか
ということを考えるべきでありましょうけ
ども、新しい労働者の像、つまりイメージと
書いてあり、私はイメージについては論評
しないという立場なので、労働の質をめぐ
る管理の基準として「よい仕事」が語られ

る、という程度以上のことを申しあげるこ
とはできません。
e.     開示起点テーゼの全体論評
　全体として、以上述べたことがどういう
ものなのかを改めてぎゅっとにぎって把握
した場合どうなるか。3点ほど気づきまし
た。
　まず第一点目は所有権の観念が、古典的
近代市民法という意味で私どもは通例（ブ
ルジョワジー対プロレタリアートという意
味のブルジョワではなくて）ブルジョワ民
法という言い方をしますので、誤解ないよ
うに聞いていただきたいのですが、そこで
言う個人的な所有主体として、もしくはそ
こに引き付けられて考えられています。つ
まり、ブルジョア民法の立場を絶対視して
います。すこし詳しく言うと、ブルジョワ
ジー対プロレタリアートという対抗図式の
中で、労協の労働の位置価をブルジョア法
に求めるパラドクスに陥っています。私は
協同労働者の形式的な規定と実質的な規定
を論じましたが、その実質的な規定性と
いったものは登場してくる余地はありませ
ん。
第二番目は、法人企業ではなくて民法上
の組合、または社団であっても権利能力が
ない団体等々、またはアソシエーションと
いったようなものが念頭に置かれていると
しか考えられない規定の仕方であるという
ことです。
三番目は、「よい仕事」を基準として、働
く労働者を「新しい労働者」と規定している
と。
これについての問題点はすでに述べたわ
けでありますから置くとして、こういう三
点で労働権を導き出そうとしています。た
だ、問題なのは 93年の段階でこの種のもの



9

協同の發見 2005.3 No.152

は新しい労働者というふうには普通の人は
イメージしなかったはずでしょうし、およ
そ歴史的な過去において存在したかもしれ
ないものをこの時点で新しい労働者である
と宣言したという意味では、新しい言い方
だったという感じがあります。
唯一確認できることは、労働を管理する
ガイドラインを作成するということに結実
したという意味で、この労働権をめぐる議
論は意義があったのかと考えます。それは
ディーセントワークという次元からものを
見た場合、その枠外に立っている特異な労
働権概念であって、現在、労働者協同組合に
限らず広く労働一般に要請されている4つの
柱からなるディーセントワークの実現とい
う点と直接的に関わり合うような内容はな
い。
つまり、働く場を求める権利が保障され
ること、そしてまた、働く者として労働基本
権が保障されること、働くにおいて社会的
な労働保護がなされること、また労働のあ
り方をめぐって、社会的（その中には政府や
使用者も含みますが）対話の回路が開かれ
ているということ、そういった4つの柱から
なるディーセントワークの柱の問題と労働
の質の管理の問題とは次元を異にしますの
で、この 93年、94年の歴史文書からディー
セントワークの実現を展望するということ
は、少なく見ても可能性はなく、別の回路を
用意するしかないという結論が出てきます。
f.      「「「「「労労労労労働働働働働組組組組組合合合合合」」」」」問題問題問題問題問題
この上で一番ビビッドな問題である労働
組合問題がどう把握されたか。b.で述べたよ
うに、一体どういう団体を想定しているの
か、どうも組合ではないのかなという雰囲
気が濃厚なテーゼだと言いましたが、実は
ここに別の規定が出てきます。法律的には、

個別的労働関係法を中心とする労働基準法
に対して、労働組合法、団体交渉権に関する
規定等々を集団的労働関係法と呼んでいま
す。以下こういう言葉づかいをします。
今まで述べてきたことは個別的労働関係
法に関する分野ですが、そこで提出されて
いるロジックが超歴史的で――つまり 1993

年段階でおよそ話題にならず、ないしは労
働法学や労働分野が直面していた問題とは
関連がないということで――同時に「よい
仕事」云々を中心とした労働権は法律の論
議ではないということで超法規的と言って
おきますが、そういう超歴史的で超法規的、
簡単に言えば形而上学的にと言っても構い
ませんが、そのように提示された新たな労
働概念からすれば労働組合問題は「説明不
能な構図」であるとこの報告案を草した労
働組合問題委員会は観測しています。
どういうことかと言いますと、集団的労
働関係秩序とは「「「「「出出出出出資資資資資ししししし事事事事事業業業業業体体体体体ををををを所所所所所有有有有有ししししし管管管管管
理する者が労働をも担う労働者協同組合理する者が労働をも担う労働者協同組合理する者が労働をも担う労働者協同組合理する者が労働をも担う労働者協同組合理する者が労働をも担う労働者協同組合
においては、においては、においては、においては、においては、『『『『『自自自自自らららららににににに対対対対対しししししててててて自自自自自らららららががががが団団団団団体体体体体交交交交交
渉渉渉渉渉・・・・・ストライキを行使するというに等しストライキを行使するというに等しストライキを行使するというに等しストライキを行使するというに等しストライキを行使するというに等し
いいいいい説説説説説明明明明明不不不不不能能能能能ののののの構構構構構図図図図図ででででであああああるるるるる』』』』』」」」」」と。この文章
自体、全然意味がわからないんですよね。管
理をする者と管理をされる者が構造的に出
資もしくは資本所有をベースにして区別さ
れないということはわかりますけれども、
自らに対して自らが団体交渉・ストライキ
をするということはどういう意味合いなの
かなということで。次に読みすすめますと、
こういう認識なんですね。「「「「「《《《《《協協協協協同同同同同労労労労労働働働働働者者者者者》》》》》
たちは、たちは、たちは、たちは、たちは、今日自らがおかれている条件の今日自らがおかれている条件の今日自らがおかれている条件の今日自らがおかれている条件の今日自らがおかれている条件の
もとでは、もとでは、もとでは、もとでは、もとでは、労働組合を必要とするが労働組合を必要とするが労働組合を必要とするが労働組合を必要とするが労働組合を必要とするが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
企業内組合として機能する組合ではな企業内組合として機能する組合ではな企業内組合として機能する組合ではな企業内組合として機能する組合ではな企業内組合として機能する組合ではな
くくくくく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の枠をこえて横断的に組織企業の枠をこえて横断的に組織企業の枠をこえて横断的に組織企業の枠をこえて横断的に組織企業の枠をこえて横断的に組織
された組合として、された組合として、された組合として、された組合として、された組合として、条件整備のためにさ条件整備のためにさ条件整備のためにさ条件整備のためにさ条件整備のためにさ
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まざまに活動しうる労働組合である」まざまに活動しうる労働組合である」まざまに活動しうる労働組合である」まざまに活動しうる労働組合である」まざまに活動しうる労働組合である」。後
者については説明不能ではないだろうと思
います。前者が説明不能であるという認識
に報告者が陥ったのは、労働している者が
自らの労働を同時に管理している場合に、
そしてまた管理の一つのファンクションと
して決定を行う場合に、自分が決定したこ
とについて自分が不満で集団的労働権を行
使する関係は成り立ちませんでしょう、と
言いたいわけなんでしょう。「組織」である
とか「企業」という観念を入れ込まない場合
には、そういう認識が成り立つかもしれま
せんが、実はそういうものが一つの問題と
なっているんだということを叙述するべく、
「組織体」という言葉を以下持ち出してきま
す。
報告では新しい労働者、つまり協同労働
者の規定は一方で集団労働的関係の新しい
編成を謳っているわけです。そして、企業内
労働組合ではないファンクションを果たす
労働組合は、今日の状況の下で必要である
と言っています。他方で組合内におけるそ
のファンクションは説明不能だと言うわけ
です。前者については、確かに日本の労働組
合のあり方に対するオルタナティブとして
位置づけられますし、私も同様の見地に
立っております。問題は、出資し、事業体を
所有し管理する者という協同労働者の構造
が法人組織との関係で全然吟味されていな
いということです。それに気がついたのか、
別の箇所で次のような記述が出てきます。
「「「「「労労労労労働働働働働者者者者者協協協協協同同同同同組組組組組合合合合合・・・・・事業団が、事業団が、事業団が、事業団が、事業団が、団員個々人団員個々人団員個々人団員個々人団員個々人
において出資において出資において出資において出資において出資・・・・・管理管理管理管理管理・・・・・労働を統一すると労働を統一すると労働を統一すると労働を統一すると労働を統一すると
いうとき、いうとき、いうとき、いうとき、いうとき、とりわけ管理をになうレベルとりわけ管理をになうレベルとりわけ管理をになうレベルとりわけ管理をになうレベルとりわけ管理をになうレベル
に自ずと相違があるのは組織体である以に自ずと相違があるのは組織体である以に自ずと相違があるのは組織体である以に自ずと相違があるのは組織体である以に自ずと相違があるのは組織体である以
上当然のことであり」上当然のことであり」上当然のことであり」上当然のことであり」上当然のことであり」と、ここなんですね、
問題は。これまでの論理の筋は「組織体」と

いったような観念は一切登場してきていま
せん。組織体というものを想定しつつも出
資・労働・管理を個人のレベルにおいて統一
する働き方が労働者協同組合なんだと言う
のですが、私が思うには、一人で労働者協同
組合はできないわけですから必ず複数人が
設立するわけです。しかも法人として。そこ
には法人としての当然の仕組みが入ってく
るので、まずもって組織体を前提とした上
で、出資や管理や労働の統一といったこと
が、形而上学的にではなくて、つまりこんな
に抽象的な高いレベルではなくて、いささ
か具体的なレベルでテーゼ化される必要が
あったと思います。そこではどういう生活
現象が生じるか？「「「「「そそそそそこここここかかかかかららららら任任任任任務務務務務分分分分分担担担担担ののののの相相相相相
違によって団員間に事業運営違によって団員間に事業運営違によって団員間に事業運営違によって団員間に事業運営違によって団員間に事業運営・・・・・人事調整人事調整人事調整人事調整人事調整
をめぐる不満をめぐる不満をめぐる不満をめぐる不満をめぐる不満・・・・・矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾・・・・・軋轢が生じる可能軋轢が生じる可能軋轢が生じる可能軋轢が生じる可能軋轢が生じる可能
性を否定することはできない。性を否定することはできない。性を否定することはできない。性を否定することはできない。性を否定することはできない。そのかぎそのかぎそのかぎそのかぎそのかぎ
りでは、りでは、りでは、りでは、りでは、不満不満不満不満不満・・・・・矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾・・・・・軋轢等の調整軋轢等の調整軋轢等の調整軋轢等の調整軋轢等の調整・・・・・解消解消解消解消解消
機構あるいは苦情処理機関が機構あるいは苦情処理機関が機構あるいは苦情処理機関が機構あるいは苦情処理機関が機構あるいは苦情処理機関が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内的内的内的内的内的
な組織整備として準備されなければなるな組織整備として準備されなければなるな組織整備として準備されなければなるな組織整備として準備されなければなるな組織整備として準備されなければなる
まい。まい。まい。まい。まい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こうしたこうしたこうしたこうしたこうした・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内部整備内部整備内部整備内部整備内部整備
ははははは「「「「「中中中中中期期期期期計計計計計画画画画画」」」」」達成時の組織のありかた達成時の組織のありかた達成時の組織のありかた達成時の組織のありかた達成時の組織のありかた
を展望する際の不可欠の作業」を展望する際の不可欠の作業」を展望する際の不可欠の作業」を展望する際の不可欠の作業」を展望する際の不可欠の作業」であると述
べています。私は労働者協同組合に草鞋を
脱いで6年経ちますが、苦情処理機関という
ものは今だ触ったことも見たこともありま
せんので、「中期計画」というのは依然進行
中なんだろうと判断していますが、過去5回
の連合会の総会において、この種のものを
設けるという話は一度も出てきておりませ
んので、いったいこれはどうなってしまっ
たんだろうと疑問に思っております。
いずれにしても、それはともあれ、今一度
やかましく問いかけることになりますが、
「どういうことなんでしょうかね」というこ
となんです。組織体である以上紛争が当然
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なんだと、組織体である以上、管理をになう
レベルにおのずと相違があると述べている
わけですが、ここを中心に物を考えてみた
らどうなるかということです。組合員「個々
人」が「出資し事業体を所有し管理する者が
労働をも担う」、あるいは、「出資・管理・労
働を統一する者」として措定されている。こ
れは何度も何度も言っています。「『事業体』
は個々の組合員の所有対象として規定され
ている」というのもすでに述べています。
この事業体を法人ということの別の表現
だとみてこのテーゼをながめるとどういう
判断が成立するか。ここで端的に申しあげ
ると、組織体を任務分担に示される分業と
それを協業に編成する・組合員から自立し
た管理機構を備える・本来の意味での「社
団」(Körperschaft)として意識していること
は明白です。こういう管理機構は組合員と
の間での紛争の発生を想定から排除してい
ない、発生は予想しているということです。
また、それは組合員の意思から客観的に独
立した機構であるということも上述の文面
からも明らかです。組織体である以上、管理
を担うレベルに自ずと差異が出てくるのは
当然だという。これ自体は正しい判断で、そ
ういう意味で組合員の意思から客観的に独
立した機構という表現を私は与えています。
そして、当該の機構が拘束力のある指示や
命令の権限を有しているが故に、機関対組
合員の間で合意関係が成立せず、機関が意
思を撤回しないときは紛争状態が発生する
はずです。なぜならば、拘束力を持たず、か
つ、組合員から自立化した存在でないので
あれば、その指示は容易に撤回されて紛争
に至らず、もしくは紛争が途中で解消され
るわけですし、または「団体」の解散によっ
て紛争の発生原因となった指示・命令関係

を解消すれば事足りるわけです。しかし、紛
争が発生することを組み込みながら事業・
経営を続けていくということになる、そこ
に真の問題点をみるべきだということです。
私は出資・管理・労働を統一する者を現実に
は管理要員とその指揮・命令の下に立つ従
事者という編成とらざるを得ない組織体の
内で具体的に想定してかかるということと、
その意味で、思弁的な意味での統一ではな
くて分裂がもたらされるとまずは見ていか
なければ何も問題は前進しないと考えてい
ます。
　従って具体的な論点として、「説明不能の
構造」だということで、労働者協同組合にお
いて団体交渉権、ストライキ権を構えるこ
とは、あり得ないはずのことなんだという
意味で「説明不能の構図」と言うのですが、
そういう論法で企業内組合の設立または集
団的労働権の不成立を論理的に正しいと論
じ当該労働権の行使を予め妨げるのであれ
ば、カウンターパワーを持ち得ない一方の
当事者の利益を保障するためにはどうする
かということにも眼配りする必要がありま
す。それが「新しい労働権」である、と言う
ことは不可能です。少なくとも3点は必要な
のではないかと思います。
つまり、こういった指揮命令関係を伴う
組織体としての編成、もしくは社団として
の編成というものが外的な命令に由来する
従属とは別の統治構造を備え、そしてそう
いった統治構造自体が機能不全に陥らない
法治組織として常に存在し続けるという意
味で常態化という言葉を使うことにします
が、①法治組織として現に常態化されるこ
とであり、②総会―理事会―経営責任者の
トップのトライアッドにおいて意思決定―
執行―監督が有効な仕組みとして効力を発
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揮し得るものとなること、③決定や執行や
監督といったものの正当性の淵源が常に組
合員主権に遡及させられるものであるし、
そういった意識から一寸たりとも離脱しな
い管理スタッフであること、そういったも
のが組み込まれていきませんと思弁的に管
理・所有・労働を統一している存在の現実の
分裂が団体との間での紛争として登場して
きます。紛争・矛盾というのは偶発的なもの
と理解をしていますと、経営陣対一般の組
合員との間の対立というのは、上記のモメ
ントを含む協同組合のガバナンスを前提と
すると実は構造的に発生する余地が少ない
にもかかわらず構造化しついに労働者協同
組合は分裂するだろう。最悪の場合は破産
に至るだろうと考えます。
そのために、カウンターパワーの存在を
論理的に切り捨ててしまうのであれば、当
然それを代位すると言いますか、それに
とって代わる厳然たる仕組みと気風と日常
的なその遵守がより厳しく問われることに
なるということです。こういった論点を欠
落させて企業内組合の存否を論じたり、組
合内紛争処理機構を想定したり、産業別で
あるとか、業態別の労働組合運動の前衛に
立つと自負したりしても、それはまるで絵
空事に近いと判断せざるを得ません。そう
いった点から言えば、協同組合とくに労働
者協同組合の管理機構は市場における他者
との競争戦の間において自己の制限を見出
すのではなくて、発展の限界を内なるとこ
ろに持っているんだと常日頃から留意して
かかる必要があります。つまり、経営陣に対
するカウンターパワーが存在しないところ
で――カウンターパワーがなしに正常に経
営できる機構に現代日本が到底到達してい
るはずはありません――発展自身を阻害す

る原因を自らのうちに宿しているという自
覚がなければ、ここでの議論はすべて絵空
事に終わるということです。「討論」ではな
く「闘論」が新しい「公共性」論の中心に意
義づけられる今日、協同の一つの側面とし
て「対抗」関係を意義づけ返す必要もありま
す。
g.

報告は、以上ですべてを尽くしたとは思
いませんが、いくつかの基本的な論点に即
して、つまり、組合員とは何者なのか、その
組合員が働く団体とは何者であるのか、そ
こで働く者が持つ権利とは何なのか、そし
てまたそこの権利が個別的労働関係法と集
団的労働関係法に分けた場合どのように把
握されているか、をみてきたわけです。全体
としてみた場合に、報告を3点に要約するこ
とができるかなと感じています。
第一点目は、古典的なブルジョワ的な所
有秩序に対して絶対的な敵対の立場を鮮明
にしているのにもかかわらず、逆に言うと
そこに寄りかかった議論をやっているので
はないかというのが、例えば所有という観
念に現れています。
第二点目に、出資というものは所有を意
味し、労働者協同組合は企業で、出資者は企
業の共同所有者――無構造的に――という
把握の仕方をしているわけで、ここは大き
な問題があります。つまり企業というのは
ケルパシャフトでありますから、当然、支配
と命令の機構を含み込んだものであります。
それをもっと言うなれば、分業を前提とし
た協業の編成のシステムを一種の行政的な
強制力をもって組織化し維持せざるを得な
い。例えば就業規則をはじめ様々な内部規
律を持っているわけで、上記のような平板
な把握を行ったのでは物事は何も解決しな
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いということであります。
三点目は、統一された労働主体がつくる
事業体内部における無矛盾性といったこと
であります。出資・労働を管理する者がなぜ
自分で自分に対して噛み付くようなことが
できるんでしょうか（説明不能の構造）とい
うのは、昔懐かしいスターリンが何度も叫
んでいた「社会主義の無矛盾」という観念を
ひらたく解説する言葉で、私は社会主義国
に国費留学生として滞在し生活していまし
たから、一番腹立ったのはここだったわけ
です。とんでもない話です。こういう場合に
出てくる紛争に関するものの見方というの
は、かつての社会主義国がそうですが、異端
者、もしくはまっとうな認識をなし得ない
がために社会主義国に敵対するということ
で、あの時代にはだいたい精神病院に送り
込んでいるんですね。精神監置処分という
んですが。「問題がないはずの社会主義に何
で立てつくんだ、あいつ頭おかしいんじゃ
ないか」という形で社会から疎外し、異端者
として扱っていったわけで、出資・労働・管
理が、もしくは出資・所有・管理が一体化さ
れる団体においての紛争というのは本来あ
りえないという論法に通底するものがあり
ます。全人民的社会主義的所有の下では、犯
罪も社会的対立も本来ありえず云々と。
「本来あり得ないものである」が故にまと
もにものを考えなくなるということであり、
最終的にはここでは四番目として紛争は個
人的な事象、私流の言葉で言うと異端者の
反乱といった形でしか目に映ってこなくな
るということになります。従って、こういう
構図で「説明不能」なんだと企業内組合の不
在性を論証してきたわけでありますが、こ
れは極めて問題の多いというよりも、噴飯
ものに近い実は議決であるというのが最後

言いたいことであります。いくつかの前提
を介して構造的な発生を防止しうるはずで
はあるが、統一という観念を切り札として
切ったから「本来ありえない」構図が成立す
るとは見ないわけです。紛争の発生を念じ
ているわけではなく、紛争の発生につなが
る構造を問題にしているのです。

4 . 労働法を適用するロジック

「新しい労働権」といった意味での労働権
を私は想定しません。ではどういうふうに
ものを考えているかということです。大分
長くなりましたので、一旦現実の労働法の
適応のロジックを整理しておきます。
大きくは2つです。まず労働契約といった
観念を前提として使用従属関係が形式的に
成立する場合、これは一般の営利企業を想
定していただければおわかりになると思い
ます。企業の所有者であるものと、そこで言
う企業は何なのかというのは一旦脇に置き
ますけども、いわゆる企業のというように
考えることにして、企業の所有者、もしくは
それの代理人である使用者として表象され
る使用の側と労働を売り払うしかない労働
者というそういった関係が成立している場
合です。この場合にはすべて問題なく労働
法の適用が認められるわけです。
次に、監督官庁の側で使用従属関係が実
質的に成立すると解する企業組合事例で場
合にもすでに見たように、こういう場合で
も労働法の適用が言われるわけです。とく
に端的な例は、企業組合という協同組合法
人の場合であって、そこでは使用者に対す
る使用人の従属ではなくて、団体との関係
における使用従属関係というロジックが
入っているんですね。当該組合、又は法人と
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の間に使用従属関係が成立するという文脈
です。労働基準法では使用者との間での従
属関係を問題にしているに過ぎないわけで
すが、ここでは団体そのものを相手方とす
る従属関係の成立を実質的な従属関係の論
理として説いています。ただし、労働法学者
は一般に使用従属関係が形式的に成立して
いるということを前提にした上で、どうも
使用従属関係がはっきりしないのではない
かというときに、指揮命令関係の具体的な
現象というのはこういう面に現れますよと
いうことで、実質的な従属のメルクマール
というものを考えています。その中身は後
でお話します。
それに対して行政つまり中小企業庁は、
実質的な従属のメルクマールの存在と関わ
らしめて、つまり、形式的な従属関係の成立
とは関わりなしに実質的な従属のメルク
マールがあるかないかということに関係づ
けて、実は形式的に成立しない場合でも労
働法の適用の道を開いているというように
ご理解頂ければ労働法を適用するロジック
の2つ、もしくは細かく言えば3つのあり方
を判断できようかと思います。
私自身はどう考えているかと言いますと、
社団の編成をとる場合、つまり組織団体の
場合には、すべて使用従属関係が成立する
という判断を固めています。私の民法解釈
も商法解釈も労働法の解釈も1,000人いたら
999人が反対する圧倒的少数の議論なんです
が、もはやこの議論をとるしか道はないだ
ろうということです。日本とは異なり、ブル
ジョワ法の古典的原理に対する批判的修正
を続けてきたドイツやフランスの商法学、
企業法学に大きな手がかりを求めてきまし
たが、それに照らしてみても間違いないと
いう判断を固めています。あえて「圧倒的少

数派といえども、我行かん」で官庁を説得し
てしまおうかと考えています。
先ほど申しあげたような意味で社団の編
成をとっている場合には、すべて使用従属
関係が成立する。ただしその従属関係の成
立の仕組みに規定されて関係の中身が決ま
る、労協のケースではそういったものが資
本賃労働の対立の中で成立するわけではな
いというところの中身をどう考えるかとい
うことが問題なんだと判断しています。
ちなみにここで言う社団の観念、もしく
は組織、またはケルパシャフトの概念につ
いては、戦後に「人なき社団」と言いますか、
権利能力のない社団に関する裁判が三件ほ
ど地方裁判所と最高裁判所であったり、そ
こで以下のような要件を満たしている場合
に組織体、広い意味で組織団体、または法律
家が言う社団というように考えましょうと
いうことで、エレメントが4点あげられてい
ます。
第一点は、構成員が複数名存在すること、
つまりこの場合には団体ができあがるわけ
です。同時に団体そのものに財産の所有が
認められているということ、つまり、法人自
体が財産権の主体であること、これが二番
目です。第三番目は管理機関が存在してい
ること、四番目は都合、以上3点を定める組
織の根本規範である定款があるということ、
そういう場合に社団として認めましょうと
言っています。ただこれ、あくまで外形的と
いうか、形式的な基準で、私はこういった意
味では今現在は社団も組合もほとんど違い
がないと、もっとわかりやすく言えば社団
とされる株式会社も非社団とされる合名会
社もこういう水準では現実にはほとんど差
が出てきませんので、これでもって組織や、
この報告で言う組織体が説明されるとは考
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えません。私はこの判断をとりませんが、学
説的にはこういう形で語られています。

5 . 実質的な従属関係の存否の判断基準

今、労働法を適用するロジックの圧倒的
多数説と圧倒的微少説というか少説という
か、その対立を整理したとして、何回か言っ
た実質的な従属関係の存否を判断する基準
とは何か、一般的な紹介をここでやってお
きたいと思います。
学者は概ね、6点または 7点近くにわたっ
てこの存否の判断基準を掲げています。ま
ず第一番目、勤務時間の拘束があること。同
時に勤務場所の指定の有無と、勤務場所の
指定がある場合には、実質的な従属関係に
ありますよ、ということです。②業務遂行過
程での指揮命令の有無、③専属関係の有無、
④第三者による代行性の有無、五番目とし
て、仕事の依頼・業務に対する諾否の自由の
有無、⑥生産器具、道具等の所有の関係、⑦
労働の対価が支払われるということ。こう
いったことを総合的に判断して実質的な従
属を問いましょうと。ここの引用は安枝、西
村両氏が書いた『労働法』からのものです。

それに対して今ひとつ、片岡さんの文章を
引用したものですから、片岡さんのこの判
断基準も掲げましたが、これは概ね同じで
す。問題なのは、こういったものは今私たち
が働いている労働者協同組合を思い浮かべ
たときに、ほとんどのものがやっぱり当て
はまるんじゃないかということです。そう
すると、実質的な従属のメルクマールは検
出できると。ということは、実質的な従属の
メルクマールというのは、資本所有の如何
に関わりなく成立するという私の判断を当
然裏付けてくるはずです。ちなみにセン
ター事業団は企業組合であって労協ではな
い、という話とは次元が異なります。
例えば、「私は今日は10時に出勤するけど
明日は休みます」とか「明日からあいつと話
したくないから休ませてもらいます」なん
て言ってしまったら、経営自体が成り立た
なくなるわけで、当然管理機関と非管理機
関との区別があるのみならず、客観的な労
働秩序という意味での実質的な従属関係と
いうのは、自らが手を染めて書いたか、勝手
に押し付けられたかの違いはあるにしても
存在するはずなんだと私は見ます。当然こ
こには勤務時間の拘束や勤務場所の指定の
有無ということとからんで、具体的には
配転があったり、また業務上の担当部署
の変更があったりするわけですから、そ
れを巡って組織体である以上当然矛盾が
発生してくるだろうと。こういったもの
をいっさいがっさい省いてしまって自由
なクラブのような団体として自己実現の
労働の場――昨今よく言われるアソシ
エーションのイメージが何であれ、これ
がアソシエーションのあり方です――と
いうものを考えた時には、空恐ろしい空
想の世界にしか行き着かないわけです。
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繰り返しになりますがこういった判断基準
というのは、客観的な労働秩序の前提にあ
るもので、この意味で従属関係の存否を問
えばいいだろうと思います。
問題は、すでに示したように企業組合法
人のごとく、使用従属という形式的な前提
を欠く場合にも実質的従属メルクマールが
存在し、すなわち労基法上での労働者処遇
が行われているということです。すでに解
説しましたが、それは何を意味しているの
か。4点くらいのことを意味してるんだろう
と思いますが、ここでは2点ほど書き出して
あります。
まず、資本所有の存否を基礎にして成立
する使用者―使用人関係に組み入れられる
指揮命令関係が一般的な従属の形態として
ある。これは誰も否定しないわけです。しか
しながら、典型労働の非典型化や、不正規
化、非正規化が進行している中でこういっ
たものは将来、特殊な従属形式となってい
くのではないかと思います。
他方で工業企業の誕生の頃、揺籃期まで
たどられる現代企業が一般に人的会社も含
めて、分業的な内部編成、機関の社員からの
自立化や、整規機関の配備等によって示さ
れる組織社団性、ないしは組織的団体性と
いったものを強めてきているということか
ら――これ自体は自由な契約としてのアソ
シエーションに対立する――そういった存
在といったものを念頭に置いたときに、出
資もしくは資本所有の存否に関わりのない
従属関係という論法を立てる必要があるだ
ろうと。こういったことによって労働者保
護法の拡張適用が労働者協同組合に限らず
現代的に要請されているのではないか、と
考えています。例えば、勤務場所の拘束なん
かなくても IT化の進展の中で労働が可能に

なるでしょうし、その間、業務遂行過程での
指揮命令の有無と言ったってどういう形に
なるかわかりませんよね。専属関係の有無
というのは、文字通り、ある部署に専属して
いるということでありますが、SOHOのよ
うな働く場といったものを想定していった
場合に、こういったメルクマールが有効性
を失っていくのは目に見えています。つま
り、実質的従属のメルクマールというのは、
労働者を保護しようという観点に立てば立
つほど、どんどん増えていく反面、それぞれ
の内容はどんどん希薄になっていかなけれ
ば適用ができないということになってきま
すので、結局は全体としてどのような企業
編成をとっているのかというところでしか、
従属関係は論じ得なくなってゆくだろうと
いうことです。その点で言うと、形式的な従
属関係の存否、もしくはそれを前提とした
上での実質的なメルクマールを立てて、実
質的な従属を把握し、労働法を適用すると
いう今までのようなやり方は早晩行き詰っ
ていくだろうという判断します。そのため
に現代的な従属論というものを考えなくて
はいけないと思う次第です。

I I I . 現代的従属論を導出する
ために　＜補説＞

1 .「従属」概念自体の機能

――未完――

2 . 「組織的従属性」の相手方とは何か

お は こ

これは堀越先生らの十八番ですから私が
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しゃしゃりでる必要はないわけですが、2～
3述べて報告をしめることにします。営利会
社は 20世紀の間に実にいろいろな変容をし
たけれども、変容にもかかわらず、民法典お
よび商法典は古色蒼然としたまま残ってい
て、ほとんど現代社会に適合できない法規
範ないしは法体系になっています。民法第
二章は、壮大な瓦礫の山のようですし、商法
は企業法だと言われるが商人のアソシエー
ションをコンセプションとする旧態のもの
です。だから、そこら辺での古典的な規範・
秩序のあり方を前提にして、現代的な従属
のあり方を論議しても始まらないというの
を 5点くらい書き出してきました。それが
「組織的従属性の相手方」とは何かというこ
とです。
株式会社の資本保有構造の変容というの
は顕著です。奥村宏先生や古くは大隅健一
郎先生の御研究に詳しいのですが、例えば
「株式」機能の債権化、つまり、配当を得る
ために株式を所有する、会社経営への参加
はまるで念頭にはないということに現れる
会社構造の変容は古くからあるものの、第
一次大戦依頼一般化します。本来的な意味
での支配証券、企業を支配するための証券
としての株券の保有というのは、非個人化
しつつある。日本の場合には、詳しくは奥村
先生のご研究に譲りますが法人そのものが
株式を保有するということが常態化してお
り、本来は自然人が株式を保有することを
想定した商法や、そういった人間が企業の
経営陣を構成することを予想した会社法、
その基礎にある民法第二章の法人章はほと
んど使いものにならなくなるくらい古臭く
なっているということです。
今ひとつ、1930年代くらいからドイツで
も言われ、日本でも戦後、一時言われ、今も

時々耳にしますが、株式会社の財団化とい
うのがあります。これは、株式の債権化の脈
絡で言われるのが一般的です。それに対し、
形態の問題としてもこれは語りえます。つ
まり株式会社自身がまた財団として設立さ
れるケースです。
こういう現実をもって何を言いたいかと
いいますと、形式的な意味での同じく従属
関係を説く場合でも、所有に基づく支配と
いう論法自身、いかに抽象的であるかとい
うことを言いたいわけです。その水準で議
論していたのでは何も一向に解決しないと
いうことです。ちなみにマルクスたちが分
析していた「企業」とは何なのか。資本家的
な経営、つまり企業家である一人のキャピ
タリストが何百人、何千人も配下をもって
指揮管理する経営の分析を盛んに行ってい
るわけですね。資本の分析ないしは資本の
概念に到達するために、資本家的な経営を
分析の対象としていますが、社団的な編成
をとる企業としての資本主義的な経営とい
うのは、資本論第三巻の剰余配当のくだり
においてのみ登場するに過ぎないわけで、
第十一章の大工業のもとでの資本制的な協
業の編成の議論からだけしか今日私は言っ
ていませんが、企業を分析したわけではな
く、明らかにあの範囲の議論――「企業」は
「会社」の入れこ、又は「会社」にとっての
法客体としてしか把握されていないので
――で物事を済ませようとすると、ほとん
ど現代のことは論じられないのです。
別の事例で言いますと、1918年に第一次
世界大戦が終わった直後に、経営者であり
ながら学者であるラテナウが、「企業は法主
体なのか法客体なのか」について論じてい
ますが他の人間が彼の論理を評し、法人企
業そのものが経営・企業の主体なんだとい
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う論法を立てたこともあって、ドイツ語で
Unternehmen an sich、「企業そのもの」論
と呼びました。これはカントの「もの自体」
を皮肉って「企業そのもの」とあてたわけで
すが、私の述べた範囲に従属関係を論ずる
場合に、「当該の組合」もしくは「法人」と
の間で使用従属関係に立つものと通達があ
るように、使用人といったものを想定しな
い従属関係を論じる場合の論拠とも成りえ
ます。よって法人企業そのものとの間での
労働関係・従属関係の構造的な特質なり存
否をこれからは説いていく必要があるだろ
うと。その上で労協における労働権を改め
て具体的に考えるべきであると。

3. 労協における労働権

個別的な労働関係法規は、私はすべて適
用されると考えています。ただし、賃金労働
者でないということからすれば、労働債権
は持てないわけですから、最賃法の適用は
ないと。「なくたっていい」という意味では
なく、最低賃金の保障を求めて労協を相手
に裁判おこすことはその限りではできない
だろうと。ただし、最賃を下回るような金を
払っている企業は潰れるでしょうし、誰も
そんなところに寄り付かないだろうという
ことで論外、空想的な問題だろうと考えま
す。
集団的労働権に関して言えば、これは否
定することはできません。労協のガバナン
ス、マネージメントを考えるときに、既存の
ドグマティークに依拠し、残骸の惨状を呈
している民・商法の法人論を前提にして、資
本会社との異同を構想するといった程度の
水準から脱しないままで、積極的にすすめ
る言われもまたない。ただ、集団的労働権の

発動がブルジョワ法に反発しつつも古典的
ブルジョワ法に依存させられるときは組合
が同時に破産するときであるだろうと考え
ています。加えて労働者協同組合は賃金債
権を持ち得ないわけですから、経営陣と労
働者ともども野垂れ死にする運命にあり、
否定しようがしまいが乱脈な経営を行い、
法治主義的な論理にのっとらない経営を
やった場合に実に明瞭な結論も待っていま
す。それについては説明不能な構図などと
いう高尚なことを言っているひまはないな
という結論であります。わかりやすく言い
ますと、賃金労働者ではないという規定を
する限り、唯一最賃の保障というものは書
き込めない。それ以外はすべて適用され排
除されるいわれもまたないと市民会議事務
局としては判断するという結論に立ってい
ます。以上です。

（コメント、討論については次号に掲載しま
す。）


